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本
年
９
月
９
日
、
中
労
委
へ
「
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
を
適
切
に
行
う
管
理

体
制
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
職
場
か
ら
い
ま
な
お
不
公
平
感
が
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
等
の
指
摘
を
踏
ま

え
、
昨
年
「
分
会
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
く
団
体
交
渉
を
行
っ
て
き

ま
し
た
が
、
労
使
双
方
の
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
労
使
間
協
定
に
基
づ
き
、
今

回
の
あ
っ
せ
ん
申
請
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
労
東
日
本
本
部
は
、
健
全
か
つ
正
常
な
労
使
関
係
の
確
立
の
た
め
に
は
、
公
平
・
公

正
な
人
事
・
労
務
管
理
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
抜
き
に

企
業
の
健
全
な
発
展
も
望
め
ま
せ
ん
。
い
ま
こ
そ
、
職
場
か
ら
差
別
や
格
差
等
を
な
く
し

て
い
く
い
た
め
に
力
を
集
中
し
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
訴
え
ま
す
。



平
成
20
年
９
月
９
日

中
央
労
働
委
員
会　

会
長

　
　
　
　
　

菅
野　

和
夫　

殿

国
鉄
労
働
組
合
東
日
本
本
部

　
　
　
　
　

執
行
委
員
長　

伊
藤　

秀
樹

　
　
　

あ
っ
せ
ん
申
請
書

　

労
働
関
係
調
整
法
第
12
条
に
基
づ
き
、
下
記
の

と
お
り
申
請
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

記

１　

関
係
当
事
者
の
名
称
及
び
そ
の
組
織

　

（
１
）
使
用
者

　

・
名　

称　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

　

・
所
在
地　

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
２
～
２
～
２

　

・
代
表
者
役
職
氏
名　

　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

清
野　

智

　

・
資
本
金　

２
，
０
０
０
億
円

　

・
従
業
員
数　

６
３
，
１
４
０
人

　
　
　
　
　
　
　

(

２
０
０
７
年
４
月
１
日
現
在)

　

・
事
業
の
種
類　

運
輸
業

　

・
関
係
事
業
所　

12
支
社(

関
東
及
び
東
北　

　
　
　
　
　
　
　

の
１
都
16
県)

す
べ
て

　

・
東
京
支
社　

東
京
都
北
区
２
～
２
０
～
６
８

　

・
横
浜
支
社　

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
平
沼
１

　
　
　
　
　
　
　

～
４
０
～
２
６

　

・
八
王
子
支
社　

東
京
都
八
王
子
市
旭
町
１
～
８

　

・
大
宮
支
社　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
錦

　
　
　
　
　
　
　

町
４
３
４
～
４

　

・
高
崎
支
社　

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
６
～
２
６

　

・
水
戸
支
社　

茨
城
県
水
戸
市
三
の
丸
１
～
４

　
　
　
　
　
　
　

～
４
７

　

・
千
葉
支
社　

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
新
千
葉

　
　
　
　
　
　
　

１
～
３
～
２
４

　

・
仙
台
支
社　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
１

　
　
　
　
　
　
　

～
１
～
１

　

・
盛
岡
支
社　

岩
手
県
盛
岡
市
盛
岡
駅
前
通
１

　
　
　
　
　
　
　

～
４
１

　

・
秋
田
支
社　

秋
田
県
秋
田
市
中
通
７
～
１
～
１

　

・
新
潟
支
社　

新
潟
県
新
潟
市
中
央
区
花
園
１

　
　
　
　
　
　
　

～
１
～
１

　

・
長
野
支
社　

長
野
県
長
野
市
栗
田
源
田
窪

　
　
　
　
　
　
　

９
９
２
～
６　
　

　

（
２
）
労
働
組
合

　

・
名
称　

国
鉄
労
働
組
合
東
日
本
本
部

　
　
（
電
話　

０
３
～
５
４
０
３
～
１
６
６
０　

）

　

(

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
３
～
５
４
０
３
～
１
６
６
２　

）

　

・
所
在
地　

東
京
都
港
区
新
橋
５
～
１
５
～
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

交
通
ビ
ル
３
階

　

・
代
表
者
役
職
氏
名

　
　
　
　
　
　
　

執
行
委
員
長　

伊
藤
秀
樹

　

・
組
合
員
数　

約
８
，
６
０
０
名

　

・
上
部
団
体　

国
鉄
労
働
組
合

２　

あ
っ
せ
ん
事
項

　

会
社
は
、
各
現
業
機
関
の
管
理
者
等
で
組
合
員

資
格
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
人
事
・
労
務
管
理

業
務
へ
の
関
わ
り
方
を
見
直
す
等
に
よ
り
、
各
現

業
機
関
に
お
け
る
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管

理
を
適
切
に
行
う
こ
と
及
び
労
働
者
の
個
人
情
報

に
つ
い
て
の
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

３　

申
請
に
至
る
ま
で
の
交
渉
経
過

（
１
）
国
労
東
日
本
申
第
23
号

　

本
あ
っ
せ
ん
申
請
に
直
接
に
関
係
す
る
組
合
の

申
し
入
れ
は
、
２
０
０
８
年
６
月
６
日
付
の
国
労

東
日
本
申
第

２３
号
で
あ
る
。

　

申
請
人
は
、
２
０
０
８
年
６
月
６
日
付
で

「
２
０
０
６
年
11
月
の
一
括
和
解
を
踏
ま
え
て
の

是
正
・
改
善
に
関
す
る
申
し
入
れ(

国
労
東
日
本

申
第
23
号)

」(

別
紙
資
料
１)

を
行
っ
た
。
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（
２
）
上
記
申
し
入
れ
に
至
る
経
過

　

（
ア
）
中
労
委
和
解
と
そ
の
内
容

①　

会
社
と
申
請
人
組
合
と
の
間
で
は
、
残
念
な

が
ら
過
去
に
不
幸
な
労
使
関
係
が
続
き
、
不
当
労

働
行
為
救
済
申
立
事
件
が
多
数
労
働
委
員
会
に
係

属
す
る
状
況
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
例
え
ば
昇
進
差
別
事

件
等
で
は
、
現
場
長
・
助
役
等
の
管
理
者
に
よ
る

人
事
考
課
が
昇
進
の
可
否
判
断
の
基
礎
資
料
と
な

る
と
こ
ろ
、
そ
の
考
課
者
の
多
く
に
組
合
員
資
格

が
あ
り
、
彼
ら
の
ぼ
ぼ
全
員
が
申
請
人
国
労
と
対

立
し
て
き
た
Ｊ
Ｒ
東
労
組
組
合
員
に
よ
っ
て
占
め

ら
れ
る
状
況
が
、
そ
の
考
課
の
公
平
性
・
公
正
性

に
基
本
的
な
疑
念
を
抱
か
せ
て
き
た
。
ま
た
、
そ

れ
ら
東
労
組
組
合
員
で
あ
る
管
理
者
ら
に
よ
る
国

労
脱
退
勧
奨
の
事
実
に
つ
い
て
も
、
多
数
の
不
当

労
働
行
為
救
済
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
お
り（
な
お
、

そ
の
う
ち
に
は
、
行
政
訴
訟
で
争
わ
れ
る
こ
と
な

く
確
定
し
て
い
る
事
件
も
あ
る
。）、
東
労
組
組
合

員
で
あ
る
管
理
者
の
中
に
は
、
根
強
い
国
労
敵
視

が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
東
労

組
組
合
員
で
あ
る
管
理
者
の
存
在
と
そ
の
言
動

が
、
歪
ん
だ
不
幸
な
労
使
関
係
を
も
た
ら
し
た
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　

②　

そ
の
後
、
中
労
委
の
尽
力
に
よ
り
、
以
下

の
通
り
Ｊ
Ｒ
東
日
本
関
係
の
す
べ
て
の
労
働
委
員

会
係
争
案
件
は
、
和
解
に
よ
り
円
満
に
解
決
さ
れ

た
。

　

・　

２
０
０
４
年
９
月
16
日　

配
属
差
別

１２
事

　
　

件
一
括
和
解
成
立

　

・　

２
０
０
５
年
１
月
21
日　

高
崎
配
属
差
別

　
　

事
件
和
解
成
立

　

・　

２
０
０
５
年
10
月
31
日　

昇
進
差
別

２０
事

　
　

件
一
括
和
解
成
立

　

・　

２
０
０
６
年
11
月
６
日　

配
転
・
出
向
・

　
　

バ
ッ
ジ
等
61
事
件
一
括
和
解
成
立
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　「２００６年１１月の一括和解を踏まえての
　　　　　　　　　　　　　是正 ・ 改善に関する申し入れ」

　本年５月２１日、「分会アンケートなどに基づく是正及び改善

を求める申し入れ ( 国労東日本申第１８号 )」に基づく団体交渉

を開催してきましたが、「社員の人事考課及び運用を公平・公正

に行うシステム・体制確立」する事項などについて、労使双方の

一致点・合意を形成するに至りませんでした。私たち国労東日本

本部は、職場の社員一人ひとりの人事考課及び運用について疑

念や不公平感を抱かれることのない管理体制を確立することは、

２００６年１１月６日の中労委一括和解の趣旨を踏まえても当然

のことであると考えています。改めて、「社員の人事考課及び運

用を公平・公正に行うシステム、体制のあり方」などについて、

一括和解の趣旨を踏まえ下記の通り是正・改善に関する申入れを

致します。

　速やかに、団体交渉を開催し、誠意ある回答を強く求めるもの

です。

　　　　　　　　　　　　　　記

１．職場において社員の人事管理等・個人面談・個人記録管理等

の人事管理の業務を行う者は、管理職等社員 ( 労使間の取扱いに

関する協約・第３条 ) とすること。

２．各職場における組合員資格のある者は、人事管理等にたずさ

わる場合も、その補助的業務に限定し、人事管理台帳など個人情

報についてアクセスできないように管理体制を確立すること。」



　

③　

２
０
０
６
年
11
月
６
日
の
和
解
に
お
い
て

は
、「
会
社
は
本
件
和
解
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、公
平
・

公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
を
行
う
」
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
ま
た
「
会
社
と
組
合
は
、
本
件
和
解
の
趣

旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
十
分
に
周
知
徹
底
を
図

る
こ
と
と
す
る
。」
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。　
　

　
　
　

　

こ
れ
に
先
立
つ
２
０
０
５
年
10
月
31
日
の
和

解
に
お
い
て
も
、「
会
社
は
、
昇
進
試
験
制
度
の

運
用
に
当
た
り
、
本
件
和
解
の
趣
旨
・
経
過
及
び

別
紙
「
確
認
書
」
を
踏
ま
え
、
昇
進
試
験
制
度
の

運
用
を
公
平
・
公
正
に
行
う
こ
と
を
保
障
す
る
。」

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
別
紙

「
確
認
書
」
に
お
い
て
は
、
国
労
が
、「
人
事
考
課

制
度
に
つ
い
て
、
公
平
・
公
正
な
運
用
を
支
社
及

び
現
業
機
関
ま
で
徹
底
す
る
方
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
」「
人
事
異
動
、
人
事
配
置
に
つ
い
て
は
公
平
・

公
正
を
旨
と
し
て
行
い
、
そ
の
趣
旨
を
支
社
及
び

現
業
機
関
ま
で
徹
底
さ
れ
た
い
」
と
要
望
し
た
こ

と
が
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
中
労
委
に
お
け
る
和
解

は
、「
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
」「
公
平
・

公
正
な
昇
進
試
験
制
度
の
運
用
」
の
実
現
を
目
的

と
し
、
そ
の
た
め
の
不
可
欠
な
手
段
な
い
し
前
提

と
し
て
、
現
業
機
関
の
末
端
ま
で
そ
の
和
解
の
趣

旨
・
内
容
を
「
十
分
に
周
知
徹
底
を
図
る
」
こ
と

が
と
く
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

主
眼
は
、
上
記
①
に
述
べ
た
よ
う
な
実
態
の
も
と

で
、
現
業
機
関
の
管
理
者
の
国
労
敵
視
・
国
労
差

別
意
識
を
払
拭
し
、
不
公
平
・
不
公
正
な
人
事
・

労
務
管
理
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
会
社
全
体
と
し
て
の
真
に

「
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
」
は
実
現
し

得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

中
労
委
に
お
け
る
上
記
和
解
の
基
本
的
目
標
で

あ
り
指
導
原
理
で
あ
る
「
正
常
か
つ
良
好
な
労
使

関
係
の
確
立
」
や
「
労
使
関
係
の
健
全
な
発
展
」

の
た
め
に
は
、
こ
の
公
平
性
・
公
正
性
の
現
場
レ

ベ
ル
で
の
確
立
が
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　　

（イ
）
中
労
委
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

和
解
成
立
以
降
の
問
題
状
況

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
上
記
和
解
の
後
も
最

近
に
至
る
ま
で
、
こ
の
和
解
の
趣
旨
の
現
業
機

関
管
理
者
へ
の
徹
底
と
い
う
条
項
に
反
す
る
、
Ｊ

Ｒ
東
労
組
組
合
員
管
理
者
等
の
言
動
が
生
じ
て
い

る
。
国
労
に
お
い
て
具
体
的
事
象
と
し
て
把
握
で

き
た
例
で
も
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
極
め

て
遺
憾
で
あ
っ
て
、
放
置
で
き
な
い
問
題
を
提
起

し
て
い
る
。

　

①　

各
支
社
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
国
労
を

除
く
一
部
労
組
の
み
を
優
遇
す
る
取
り
扱
い
等
が

想
定
さ
れ
る
が
、
仙
台
支
社
作
成
の
「
18
年
度
・

総
務
担
当
助
役
会
議
／
労
働
関
係
参
考
資
料(

別

紙
資
料
２)

」

　

仙
台
支
社
は
、
平
成
18
年(

２
０
０
６
年)

６

月
27
・
28
日
に「
総
務
担
当
助
役
会
議
」を
開
催
し
、

参
考
資
料
を
配
布
す
る
。
そ
の
資
料
の
中
で
は
、

　

ア　
「
支
部
と
の
労
使
懇
談
会
及
び
分
会
と
の

意
見
交
換
会
の
進
め
方
に
つ
い
て(

連
絡
－
指

示)

」(

仙
支
総
第
１
５
６
６
号)

で
、
名
称
及
び

開
催
回
数
等
、
国
労
を
除
く
一
部
労
組
と
の
取
扱

い
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
示
を
行
っ
て
い
る
。

　

イ　
「
取
扱
注
意(

複
写
厳
禁)

」
と
し
て
「
定

期
異
動
等
に
お
け
る
意
識
付
け
に
つ
い
て
」で
は
、

個
人
面
談
を
ど
の
よ
う
に
行
い
、
定
期
異
動(

人

事
異
動)

を
行
う
た
め
に
社
員
把
握
を
行
う
と
位

置
付
け
、「
面
談
に
お
け
る
絶
対
条
件
」の
中
で「
組

合
役
員(

３
役)

に
つ
い
て
長
期
で
の
運
用
に
留

意
す
る
」、「
定
期
異
動
」
に
当
た
っ
て
は
「
分
会

の
役
員
に
つ
い
て
の
配
慮
」
な
ど
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
中
労
委
に
お
け
る
一
連
の
和
解

経
過
を
考
慮
せ
ず
、
依
然
と
し
て
国
労
を
除
く
一

部
労
組
の
み
を
優
遇
す
る
取
り
扱
い
が
行
わ
れ
て
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い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

②　

新
規
採
用
者
の
現
場
配
属
に
伴
う
管
理
者

等
の
言
動
に
関
す
る
緊
急
申
入
れ(

別
紙
資
料
３)

　

２
０
０
７
年
４
月
の
新
規
採
用
者
が
現
場
配
属

さ
れ
た
際
、
駅
長
及
び
助
役
ら
が
一
部
労
組
役
員

の
勤
務
の
便
宜
を
図
っ
た
り
、
一
部
労
組
役
員
と

と
も
に
現
場
長
及
び
助
役
が
新
規
採
用
者
を
昼
食

に
誘
い
組
合
加
入
を
慫
慂
す
る
な
ど
の
具
体
的
事

実
が
明
ら
か
と
な
る
。「
配
転
・
出
向
・
バ
ッ
ジ

等
61
事
件
一
括
和
解
成
立
」
以
降
も
、
依
然
と
し

て
国
労
を
除
く
一
部
労
働
組
合
に
対
す
る
優
遇
・

便
宜
な
ど
図
り
、
公
正
・
公
平
な
取
扱
い
を
阻
害

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
事
実
に
基
づ
き

是
正
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
緊
急
に
是
正
を
求
め
る
申
入
れ
以
降
、
改

善
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
一
部

で
は
国
労
敵
視
の
よ
う
な
助
役
の
言
動
が
行
わ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
本
年
４
月
、
郡
山
信
通
技
術

セ
ン
タ
ー
で
国
労
分
会
が
新
規
採
用
者
に
対
し
国

労
の
活
動
等
労
働
組
合
に
関
す
る
説
明
を
行
っ
た

際
、
職
場
の
助
役
は
東
労
組
役
員
に
対
し
「
う
ち

の
組
合
は
何
を
や
っ
て
ん
だ
。
国
労
に
や
ら
れ
て

し
ま
う
」
と
発
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
、
職
場
段
階
で
は

助
役
な
ど
か
ら
一
部
労
組
優
遇
の
言
動
が
行
わ
れ

続
け
て
い
る
。

　

③　

和
解
以
降
も
行
わ
れ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
・

レ
ク
等
で
の
差
別
的
取
扱
い
の
事
例(

別
紙
資
料

４)

　

仙
台
支
社
管
内
の
各
現
場
で
は
、
下
記
の
ス

ポ
ー
ツ
・
レ
ク
等
に
つ
い
て
仙
台
支
社
及
び
東
労

組
仙
台
地
本
が
後
援
と
な
っ
て
行
事
が
開
催
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
都
度
、
各
現
場
で
の
業
務
掲
示
板

に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
労
に
対
し
て

は
一
切
説
明
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
間
の
和

解
を
通
じ
て
一
部
労
働
組
合
を
優
遇
す
る
よ
う
な

差
別
的
取
扱
い
は
行
わ
な
い
と
い
う
双
方
の
確
認

を
反
古
に
す
る
か
の
よ
う
な
差
別
的
取
扱
い
が
依

然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

・　

第
15
回
Ｊ
Ｒ
東
日
本
仙
台
支
社
登
山
大
会

　

・　

第
20
回
Ｊ
Ｒ
東
日
本
仙
台
支
社
囲
碁
大
会

　

・　

第
30
回
Ｊ
Ｒ
仙
台
支
社
ゴ
ル
フ
交
流
会

　

・　

第
13
回
Ｊ
Ｒ
東
日
本
仙
台
支
社
バ
ス
ケ
ッ

　
　
　

ト
ボ
ー
ル
大
会

　

・　

第
21
回
Ｊ
Ｒ
東
日
本
仙
台
支
社
ソ
フ
ト
テ

　
　
　

ニ
ス
大
会

　

④　

東
日
本
旅
客
鉄
道
労
働
組
合
「
か
ん
り
部

会
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ
い
て

　

東
労
組
か
ん
り
部
会
鈴
木
信
男
部
会
長
名
に
よ

る
２
０
０
８
年
４
月
30
日
付
「
か
ん
り
部
会
ア
ン

ケ
ー
ト
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
各
職
場

の
東
労
組
所
属
の
現
場
長
及
び
助
役
に
「
第
２
回

か
ん
り
部
会
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙(

別
紙
資
料
５)

」

を
配
布
し
ア
ン
ケ
ー
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

　

こ
の「
第
２
回
か
ん
り
部
会
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
」

で
は
、
各
現
業
機
関
の
現
場
長
及
び
助
役
の
労

働
条
件
に
関
す
る
設
問
と
同
時
に
、「
人
事
管
理｣

に
関
す
る
設
問
項
目
も
入
っ
て
る
。
そ
の
「
人
事

の
管
理
に
関
す
る
設
問
」
で
は
、「
人
事
管
理
台

帳(

そ
の
３)

に
つ
い
て
、
こ
の
間
改
善
を
含
め

て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
現
在
ど
の
よ
う
な

状
況
か
、
次
の
中
か
ら
お
答
え
く
だ
さ
い
」、「
で

は
改
善
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
地
本
の
事
例
で
す

が
、
こ
の
中
で
自
分
の
地
本
に
も
取
り
入
れ
て
欲

し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、お
答
え
く
だ
さ
い
」、「
人

事
管
理
台
帳(

そ
の
３)

に
つ
い
て
、
今
後
改
善

し
て
欲
し
い
こ
と
は
何
で
す
か
」
な
ど
、
一
人
ひ

と
り
の
社
員
の
人
事
評
定
の
あ
り
方
の
基
本
に
係

わ
る
項
目
ま
で
入
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
東

労
組
・
か
ん
り
部
会
」
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
に
基
づ
き
「
人
事
管
理
台
帳
」
の
あ
り
方
に

つ
い
て
何
ら
か
の
改
善
を
図
る
た
め
に
、
Ｊ
Ｒ
東

日
本
に
対
し
公
式
・
非
公
式
を
問
わ
ず
働
き
か
け

て
い
く
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
部
労
組
が
、
社
員
一
人
ひ

と
り
の
処
遇
を
直
接
的
に
左
右
す
る
「
管
理
台
帳

｣

の
あ
り
方
に
つ
い
て
何
ら
か
の
検
討
が
行
っ
て

い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
「
公
平
・
公
正
な

人
事
・
労
務
管
理
を
行
う
」
と
い
う
考
え
方
と
は

程
遠
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。こ
の
よ
う
な「
一

企
業
・
一
労
働
組
合
論
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な

事
態
が
今
な
お
続
い
て
い
る
。

　

⑤　

職
場
に
お
い
て
は
、
事
故
発
生
後
に
お
け

る
「
事
情
聴
取
」
の
内
容
が
東
労
組
役
員
に
リ
ー

ク
さ
れ
て
い
る
事
象
が
発
生
し
て
い
る
。

　

本
年
３
月
７
日
、
埼
京
線(

上
り)

新
宿
駅
３

番
線
21
時
到
着
の
回
送
電
車
に
お
い
て
、
列
車

到
着
後
ド
ア
扱
い
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ホ
ー
ム
側
ド
ア
が
全
開
扉
す
る
事
象
が
発
生

し
た
。
当
該
列
車
は
、
折
り
返
し
後
も
回
送
車
両

の
た
め
ド
ア
扱
い
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

担
当
車
掌(

国
労
分
会
書
記
長)

の
申
告
に
基

づ
き
、
会
社
側
は
当
該
列
車
の
関
係
機
器
に
つ
い

て
、
川
越
車
両
セ
ン
タ
ー
及
び
大
宮
総
合
車
両
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
点
検
を
実
施
し
た
が
、
異
常
等

は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

同
時
に
担
当
車
掌
に
対
す
る
事
情
聴
取
が
４
回

に
わ
た
り
行
わ
れ
た
が
、
担
当
車
掌
は
ド
ア
ス

イ
ッ
チ
を
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
当
該
車
掌
区
所
属
の
東
労
組

役
員(

現
地
本
副
委
員
長)

か
ら
国
労
分
会
役
員

及
び
分
会
長
に
対
し
、「
担
当
車
掌
は
嘘
を
言
っ

て
い
る
。
新
宿
駅
３
番
線
の
モ
ニ
タ
ー
に
は
列
車

到
着
後
、
２
～
３
秒
で
ド
ア
が
開
い
た
こ
と
が

は
っ
き
り
映
っ
て
い
る
。
傷
口
が
深
く
な
ら
な
い

う
ち
に
間
違
い
を
認
め
た
方
が
い
い
ぞ
」
と
言
わ

れ
て
い
る
。

　

現
在
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
お
い
て
は
、
乗
務
員
に

限
ら
ず
全
て
の
職
種
で
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
た
際
に
は
、
関
係
社
員
か
ら
の
「
事
情
聴
取
」

が
行
わ
れ
て
い
る
。
関
係
社
員
か
ら
の
「
事
情
聴

取
」
を
現
場
で
行
う
場
合
、
ほ
と
ん
ど
助
役
が
事

情
聴
取
を
担
当
し
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
、
事

故
や
ト
ラ
ブ
ル
の
事
象
の
的
確
な
把
握
と
再
発
防

止
の
観
点
か
ら
「
事
情
聴
取
」
を
行
っ
て
い
る
と

主
張
し
て
い
る
が
、
今
回
の
よ
う
に
、「
事
情
聴

取｣

の
際
に
直
接
関
係
社
員
に
告
げ
ら
れ
ず
、
会

社
側
の
み
し
か
知
り
え
な
い
情
報
を
東
労
組
役
員

に
リ
ー
ク
し
、
あ
た
か
も
関
係
社
員
が
嘘
を
述
べ

て
い
る
か
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
る
な
ど
、
到
底

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
生
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
事
態
は
、
い
た
ず
ら
に
社
員
感
情
を
逆
撫
で

し
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対
す
る
社
員
の
信
頼
を
傷
つ

け
る
も
の
で
し
か
な
い
。

　

⑥　

問
題
の
所
在

　

以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
記
中
労
委

に
お
け
る
和
解
以
後
も
、
各
現
業
機
関
の
管
理
者

で
東
労
組
組
合
員
で
あ
る
者
が
人
事
・
労
務
管
理

に
携
わ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
職
場
に
お
け
る
組
合

間
の
差
別
的
か
つ
不
公
平
・
不
公
正
な
事
象
が
相

次
い
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、前
記
中
労
委
和
解
に
お
け
る
公
平
・

公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
や
公
平
・
公
正
な
昇
進

制
度
及
び
人
事
考
課
の
徹
底
と
い
う
趣
旨
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
個
人
面
談
に
お
い
て
人
事
異
動
に
つ
い
て

特
定
の
組
合
（
東
労
組
）
の
役
員
等
に
配
慮
す
べ

き
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
り
、
東
労
組
の
管
理
者
を

構
成
員
と
す
る
「
か
ん
り
部
会
」
の
中
で
人
事
管

理
台
帳
の
内
容
や
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
た
り
、
更

に
は
運
転
事
故
の
当
事
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
が

組
合
員
資
格
の
あ
る
助
役
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ

と
が
通
例
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
が
東
労
組

に
リ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
等
の
事
実
は
、
社
員
の
人

事
・
労
務
管
理
の
あ
り
方
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
人
事
・
労
務
管
理
は
重
要
な
個
人

情
報
を
把
握
し
、
そ
れ
を
判
断
資
料
と
し
て
、
組

合
の
利
害
を
離
れ
た
公
正
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
状
は
特
定
の
組
合
員
が
管
理
者
と
し
て
こ
れ
ら

人
事
・
労
務
管
理
に
携
わ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
組
合
の
利
害
を
優
先
し
、
あ
る
い
は
そ
の

利
益
の
た
め
に
権
限
を
濫
用
す
る
事
態
が
多
発
し

て
お
り
、放
置
で
き
な
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

労
働
組
合
員
で
も
あ
る
現
場
管
理
者
の
権
限
と
立

場
の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
ウ
）
会
社
の
人
事

・
労
務
管
理
に
お
け
る

                    

個
人
情
報
取
り
扱
い
の
問
題

　

①　

問
題
の
所
在
と
改
善
の
必
要
性

　

会
社
に
お
い
て
は
、
現
在
、
現
場
長
・
助
役
等

の
管
理
者
が
ア
ク
セ
ス
し
、
認
識
・
把
握
し
、
利

用
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
員
の
個
人
情
報
は
、
極

め
て
詳
細
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
。

　

な
か
で
も
、
人
事
考
課
の
基
本
と
な
る
人
事
管

理
台
帳
の
作
成
及
び
評
定
、「
上
司
（
現
場
長
や

助
役
）
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
能
力
の
伸
長
過
程

や
目
標
に
対
す
る
努
力
の
過
程
を
的
確
に
把
握

し
、
今
後
の
社
員
の
人
材
育
成
や
能
力
開
発
等
に

活
用
す
る
」
も
の
と
さ
れ
る
自
己
申
告
書
の
提
出

受
領
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
個
人
面
談
の
実
施
は

そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
会
社
に
お

け
る
勤
務
評
価
や
人
事
異
動
そ
の
他
の
人
事
・
労

務
管
理
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
情
報
と
し
て
は
、
例
え
ば
自
己
申
告
書
に

は
、
既
往
症
や
現
在
の
状
態
を
含
む
本
人
の
健
康

状
態
、
家
族
の
健
康
状
態
、
家
族
の
氏
名
・
年
令
・

住
所
等
、
今
後
の
異
動
希
望
（
そ
の
地
区
、
時
期
、

職
種
さ
ら
に
は
出
向
先
等
）
な
ど
ま
で
記
載
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
事
管
理
台
帳

に
は
、
業
績
・
態
度
・
能
力
に
関
す
る
各
評
定
項

目
と
そ
の
評
点
が
助
役（
一
次
評
価
）、現
場
長（
二

次
評
価
）に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

過
去
の
特
記
事
項
、
賞
罰
、
昇
給
・
昇
格
・
期
末

手
当
の
実
績
等
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
本
人
に
と
っ
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
か
か
わ
る
高
度
な
人
事
上
の
秘
密
に
属
す
る
事

項
に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
他
に
漏
ら

さ
れ
た
り
、
他
目
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
決

し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
い
わ
ん
や
、
本
人
の

所
属
す
る
労
働
組
合
と
対
立
的
な
他
の
労
働
組
合

が
こ
れ
を
悪
用
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
会
社
に
お
け
る
現
状
は
、
管

理
職
等
社
員
を
除
く
現
場
長
・
助
役
等
の
管
理
者

の
大
部
分
が
特
定
の
組
合
（
東
労
組
）
に
所
属
し

た
ま
ま
、
こ
れ
ら
の
情
報
に
無
制
限
に
ア
ク
セ
ス

し
、
認
識
・
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

更
に
そ
の
情
報
を
元
に
人
事
考
課
・
人
事
異
動
等

に
関
わ
る
権
限
を
行
使
す
る
と
い
う
制
度
実
態
に

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
管
理
者
た
る
東
労
組
組
合

員
が
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
公
平
性
・
公
正
性

を
根
本
か
ら
疑
わ
せ
る
問
題
事
象
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
社
員
の
情
報
の
管
理
と

こ
れ
に
よ
る
人
事
・
労
務
管
理
権
限
の
行
使
に
つ

い
て
は
、
本
来
的
に
管
理
職
等
社
員
に
限
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
組
合
員
資
格
の
あ
る
管
理
者
に

対
す
る
厳
格
な
制
約
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。

　

以
下
、
自
己
申
告
書
と
個
人
面
談
、
人
事
管
理

台
帳
の
特
徴
的
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

　

②　

自
己
申
告
書
と
個
人
面
談
制
度

　

会
社
に
お
い
て
は
概
ね
毎
年
秋(

10~

11
月)

に
、
社
員
一
人
一
人
が
記
入
し
た
自
己
申
告
書
に

基
づ
き
各
職
場
で
個
人
面
談
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。(

別
紙
資
料
６)

　
　
　
　
　

－
自
己
申
告
書
(1)
の
記
載
事
項
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・　

資
格

　

・　

現
住
所

　

・　

健
康
状
態(

既
往
症
及
び
現
在
の
状
態)

　

・　

家
族
状
況(

氏
名
、
年
齢
、
学
校
・
学
年
、

　
　
　

居
住
及
び
特
記
事
項)

　

・　

現
在
の
業
務
内
容

　

・　

現
在
の
業
務
に
対
す
る
自
己
評
価

　

・　

１
年
間
の
能
力
向
上
及
び
自
己
啓
発
の
取

　
　
　

組
状
況

　

・　

今
後
の
異
動
希
望
及
び
特
記
事
項

　

・　

海
外
勤
務
の
希
望
の
有
無

　

・　

今
後
の
努
力
目
標

　
　
　

～
自
己
申
告
書(

４)

の
記
載
事
項

　

・　

箇
所
、
職
名

　

・　

職
歴

　

・　

現
住
所

　

・　

本
人
及
び
家
族
の
健
康
状
態

　

・　

60
歳
定
年
ま
で
の
就
労
の
意
思
確
認(

定

　
　
　

年
ま
で
働
く
、
早
期
退
職
年
齢
、
休
職
の

　
　
　

希
望)

　

・　

60
歳
定
年
後
の
希
望(

エ
ル
ダ
ー
社
員
、

　
　
　

自
分
で
雇
用
確
保
、
未
定
等)

　

・　

エ
ル
ダ
ー
社
員
希
望
の
場
合―

希
望
職
種

　
　
　

及
び
勤
務
地
区(

第
１
希
望
か
ら
第
３
希

　
　
　

望
ま
で
記
入)　

　　

③　

組
合
の
個
人
面
談
に
対
す
る
対
応

　

こ
の
個
人
面
談
で
は
、
自
己
申
告
書
に
基
づ
き

管
理
者
が
一
人
一
人
の
社
員
か
ら
事
情
を
聞
く
こ

と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
管
理
者
は
、
次
期
人
事

異
動
を
念
頭
に
本
人
希
望
を
含
め
面
談
で
正
確
に

把
握
す
る
。
同
時
に
本
人
及
び
家
族
の
状
況
把
握

(

介
護
の
有
無
な
ど
を
確
認)

を
行
う
。

　

過
去
、
自
己
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
等
を
理
由
に
、
本
人
の
意
思
に
反
し
た
人
事

異
動
が
行
わ
れ
た
た
め
、
組
合
側
と
し
て
「
社
員

と
家
族
の
病
気
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
事

項
」
に
つ
い
て
も
個
人
面
談
で
正
確
に
会
社
側
に

伝
え
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
本
人
の
意
思

に
反
し
た
人
事
異
動
等
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ

う
努
め
て
き
た
。

　

④　

管
理
者
の
人
事
評
定　

　

さ
ら
に
管
理
者
は
、「
人
事
評
定
マ
ニ
ュ
ア
ル

(

別
紙
資
料
７)

」
に
基
づ
き
各
社
員
の
評
価
を
行

う
。
評
定
期
間
に
お
け
る
「
業
務
遂
行
に
お
け
る

『
業
績
』『
態
度
』『
能
力
』」
を
対
象
に
勤
務
評
定

を
行
な
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
JR
東
日
本

は
「
目
標(

課
題)

に
対
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

取
組
状
況
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
長
所

や
欠
点
を
把
握
し
人
材
の
開
発
を
目
的
と
し
て
指

導
・
育
成
し
、
会
社
が
期
待
す
る
社
員
像
に
近
づ

け
て
い
く
」
こ
と
が
人
事
考
課
の
基
本
と
位
置
付

け
、
そ
の
柱
が
「
企
業
理
念
及
び
指
針
」「
就
業

規
則
」「
事
業
計
画
に
基
づ
く
業
務
改
善
等
」
と

位
置
付
け
て
い
る
。
上
記
の
基
本
等
に
基
づ
き
10

項
目
に
わ
た
り
採
点
を
行
う
。

　

採
点
は
、「
行
動
と
評
定
項
目
が
期
待
し
た
基

準
」
に
基
づ
き
、
以
下
の
５
段
階
評
価
が
行
わ
れ

る
。

　

・　

上
位
職
や
上
位
等
級
に
達
し
て
い
る
レ
ベ   

　
　
　

ル
は
、
人
事
評
定
５

　

・　

期
待
し
た
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
が
上

　
　
　

位
職
や
上
位
等
級
に
は
達
し
て
い
な
い
状

　
　
　

態
は
、
人
事
評
定
４

　

・　

期
待
し
た
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
普
通
の
状

　
　
　

態
は
、
人
事
評
定
３

　

・　

期
待
し
た
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
、
標

　
　
　

準
を
下
回
る
状
態
は
、
人
事
評
定
２

　

・　

仕
事
上
で
支
障
が
あ
っ
た
状
態
は
、
人
事

　
　
　

評
定
１
、
と
な
る
。

　

⑤　

人
事
評
定
の
主
体

　

人
事
評
定
結
果
は
、
人
事
異
動
、
昇
進
試
験
、

期
末
手
当
等
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
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人
事
評
定
に
つ
い
て
は
、
第
１
次
評
定
を
職
場
の

助
役
が
行
い
、
そ
の
評
定
結
果
に
基
づ
き
現
場
長

を
入
れ
た
第
２
次
評
定
の
結
果
を
支
社
に
報
告
す

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑥　

個
人
面
談
の
主
体

　

職
場
に
お
け
る
個
々
の
社
員
の
自
己
申
告
書
に

基
づ
く
個
人
面
談
を
担
当
す
る
管
理
者
の
多
く
を

助
役
が
担
当
し
て
い
る
。
２
０
０
８
年
５
月
、
国

労
東
日
本
本
部
と
し
て
、
各
職
場
に
お
け
る
個
人

面
談
の
担
当
者
及
び
そ
の
記
録
な
ど
に
つ
い
て
誰

が
担
当
し
て
い
る
の
か
調
査
し
た
結
果
、
中
間
的

集
約
で
あ
る
が
、
全
体
の
約
57
％
を
助
役
が
担
当

し
個
人
面
談
を
行
っ
て
い
る
。
現
場
長
が
個
人
面

談
を
担
当
し
て
い
る
割
合
は
、
約
42
％
に
止
ま
っ

て
い
る
。

　

⑦　

会
社
に
お
け
る
個
人
情
報
管
理
の
問
題
点

　

こ
の
よ
う
に
、
現
場
長
・
助
役
等
の
管
理
者
が
、

「
社
員
の
長
所
や
欠
点
を
発
見
し
人
材
開
発
を
目

的
と
し
て
、
指
導
・
育
成
す
る
た
め
の
具
体
的
行

動
目
標
を
付
与
す
る
場
」
で
あ
る
個
人
面
談
を
通

じ
て
、
個
々
の
社
員
の
家
庭
事
情
な
ど
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
す
る
事
柄
等
も
含
め
た
個
人
情
報
を
把

握
し
、
日
常
的
に
も
個
人
面
談
及
び
人
事
評
定
等

の
個
人
情
報
に
関
す
る
内
容
を
共
有
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
中
労
委
に
お
け

る
和
解
以
降
の
助
役
等
の
言
動
な
ど
、
い
ま
な
お

一
部
労
組
を
優
遇
す
る
実
態
が
あ
り
、「
中
立
か

つ
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
」
を
行
う
体

制
が
確
立
し
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
状
況
の

も
と
で
、
社
員
の
個
人
情
報
を
掌
握
し
た
組
合
員

資
格
を
有
す
る
助
役
ら
に
よ
る
個
人
面
談
や
人

事
考
課
は
、「
公
平
・
公
正
な
人
事
、
労
務
管
理
」

と
い
う
観
点
か
ら
極
め
て
重
大
な
疑
問
が
あ
る
。

　

（エ
）
分
会
ア
ン
ケ
ー
ト
が
示
す
職
場
に

         

な
お
残
る
差
別
的
取
扱
い
や
不
公
平
感

　

２
０
０
７
年
11
月
、
国
労
東
日
本
本
部
は
、
多

く
の
職
場
か
ら
今
な
お
差
別
的
取
扱
い
や
不
公
平

感
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
等
の
指
摘
を
受
け
、
中

労
委
に
お
け
る
一
連
の
和
解
成
立
を
踏
ま
え
「
分

会
ア
ン
ケ
ー
ト
」(
別
紙
資
料
８)

を
実
施
し
た
。

　

 

２
０
０
８
年
１
月
25
日
段
階
で
２
６
３
分
会

(

回
収
率
54
．
７
％)

か
ら
の
回
答
を
得
て
「
分

会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
間
集
約
」
を
行
っ
た(

別
紙
・

分
会
ア
ン
ケ
ー
ト
中
間
集
約
を
参
照)
。

　

そ
の
中
で
、
職
場
管
理
者
の
言
動
が
和
解
成
立

以
前
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
受
け
止
め
て

い
る
職
場
が
２
０
４
職
場
、
全
体
の
約
73
％
を
占

め
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
以
前
よ
り
話
し
合
い
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
職
場
は

７４

職
場
、
全
体
の
約
26
．
３
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、Ｊ
Ｒ
東
日
本
発
足
以
降
に
お
け
る「
一

企
業
・
一
組
合
論
」
に
基
づ
く
国
労
敵
視
の
労
務

政
策
が
露
骨
に
行
わ
れ
て
い
た
当
時
と
比
較
す
る

な
ら
、
約
３
割
近
い
職
場
で
は
着
実
に
変
化
の
兆

し
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
依
然
と

し
て
変
化
の
兆
し
が
生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
。

　

（
オ
）
改
革
の
必
要
性
と
申
請
人
組
合
の
主
張

　

も
と
も
と
人
事
・
労
務
管
理
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
含
む
重
要
か
つ
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
個
人
情

報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
判
断
資
料
と
し
て
人
事
考

課
・
人
事
異
動
等
の
評
価
・
判
断
を
行
う
と
い
う

性
質
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
同
時
に
現
場
管
理
者

は
、
社
員
の
上
司
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
事
に
関

す
る
権
限
を
行
使
す
る
と
い
う
地
位
に
あ
り
、
そ

の
影
響
力
は
極
め
て
大
き
い
。
加
え
て
、
こ
の
現

場
管
理
者
の
権
限
が
公
正
か
つ
公
平
を
欠
い
て
行

使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
労
使
関
係
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

現
在
会
社
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
対
立
関
係
に
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あ
る
労
働
組
合
の
一
方
の
組
合
員
が
現
場
管
理
者

を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
状
況
に
よ
り
、
こ
の
事
が

そ
の
権
限
が
濫
用
さ
れ
る
危
険
性
と
弊
害
を
こ
の

上
な
く
大
き
い
も
の
し
て
い
る
。

　

前
記
の
よ
う
な
問
題
事
例
は
、
こ
の
よ
う
な
構

造
的
な
問
題
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。
放
置
す
れ
ば
、
同
様
の
、
あ
る
い
は
新
た
な

問
題
事
象
が
次
々
と
継
起
し
、
拡
大
す
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
組
合
員
資
格
の
あ
る
管

理
者
を
独
占
し
て
い
る
労
働
組
合
の
他
労
組
と
の

関
係
や
労
使
関
係
が
円
滑
を
欠
け
ば
欠
く
ほ
ど
、

頻
発
す
る
危
険
性
が
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
止
す
る
に
は
、
も
は
や

対
症
療
法
で
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
は
制
度
の
構
造
的
な
問
題
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
上
記
の
よ
う
な
危
険
性
と
弊
害
を
除
去

す
る
に
は
、
人
事
・
労
務
管
理
の
重
要
な
個
人
情

報
に
接
し
、
こ
れ
を
把
握
し
、
使
用
し
、
人
事
考

課
や
人
事
上
の
権
限
を
行
使
し
う
る
管
理
者
は
、

非
組
合
員
で
あ
る
管
理
職
等
社
員
に
限
定
し
、
組

合
員
資
格
の
あ
る
助
役
等
の
管
理
者
は
、
こ
の
よ

う
な
人
事
・
労
務
管
理
に
携
わ
る
場
合
に
お
い
て

も
そ
の
補
助
的
業
務
に
限
定
す
る
な
ど
、
適
正
な

制
約
を
制
度
的
に
確
立
す
る
ほ
か
は
な
い
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

（
カ
）
団
体
交
渉
の
対
立
と
あ
っ
せ
ん
申
請

　

①　

国
労
東
日
本
申
第
18
号
と
団
体
交
渉
の
内
容

　

申
請
人
組
合
は
、
２
０
０
８
年
２
月
３
日
、
国

労
東
日
本
本
部
第
25
回
拡
大
委
員
会
に
「
分
会
ア

ン
ケ
ー
ト
・
中
間
集
約
」
内
容
を
報
告
す
る
と
と

も
に
、「
分
会
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
基
づ
く
是
正

及
び
改
善
を
求
め
る
事
項(

第
一
次
素
案)

」
を

提
起
し
、
各
委
員
か
ら
の
討
議
等
を
踏
ま
え
、
会

社
に
対
し
、
以
下
の
申
入
れ
を
行
な
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
２
０
０
８
年
４
月
11
日　
「
分
会

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
基
づ
く
是
正
及
び
改
善
を

求
め
る
申
入
れ(

国
労
東
日
本
申
第
18
号)

」(

別

紙
資
料
９)

を
会
社
に
提
出
し
、
そ
の
中
で
、
今

な
お
存
在
す
る
組
合
差
別
的
問
題
事
案
の
改
善
を

求
め
る
と
と
も
に
、「
職
場
に
お
け
る
一
人
ひ
と

り
の
社
員
の
人
事
考
課
及
び
運
用
を
公
平
・
公
正

に
行
う
シ
ス
テ
ム
、
体
制
を
確
立
し
、
社
員
か
ら

疑
念
や
不
公
平
感
を
抱
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
」
を
強
く
要
請
し
た
。

　

こ
の
申
入
れ
に
基
づ
く
団
体
交
渉
が
、

２
０
０
８
年
５
月
21
日
に
開
催
さ
れ
た
。
団
体
交

渉
で
は
、
会
社
は
、「
和
解
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、

公
平
・
公
正
に
行
っ
て
お
り
、
疑
念
は
な
い
と
考

え
て
い
る
」
等
と
の
対
応
に
終
始
し
、
会
社
側
と

組
合
側
の
主
張
が
対
立
し
、
合
意
に
至
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
主
な
経
過
に
つ
い
て
は
、

「
業
務
連
絡
報
第
９
０
７
号(

別
紙
資
料
１
０)

」

の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
各
地
方
本
部
、

各
支
部
及
び
組
合
員
に
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

　

②　

国
労
東
日
本
申
第
23
号
と
団
体
交
渉
の
内
容　

　　

申
請
人
組
合
は
、
２
０
０
８
年
６
月
６
日
、
再

度
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対
し
、
５
月
21
日
の
団
体
交
渉

経
過
を
踏
ま
え
、「
２
０
０
６
年
11
月
の
一
括
和

解
を
踏
ま
え
て
の
是
正
・
改
善
に
関
す
る
申
入
れ

(

国
労
東
日
本
申
第
23
号)

」
を
行
っ
た
。
こ
れ

が
本
件
あ
っ
せ
ん
申
請
書
冒
頭
に
述
べ
た
申
し
入

れ
で
あ
る
。

　

団
体
交
渉
は
、
２
０
０
８
年
８
月
８
日
に
開
催

さ
れ
た
が
、
前
回
の
団
体
交
渉
と
同
様
に
、
会
社

は
、「
現
行
の
社
員
管
理
で
公
平
・
公
正
に
行
っ

て
い
る
」「
意
見
が
一
致
し
な
い
」「
会
社
に
任
せ

て
ほ
し
い
」「
具
体
的
検
討
に
入
る
考
え
は
な
い
」

と
の
立
場
に
終
始
し
、
会
社
と
組
合
側
の
主
張
が

対
立
す
る
中
で
、
組
合
側
と
し
て
今
後
「
中
労
委

へ
の
あ
っ
せ
ん
申
請
の
準
備
に
入
る
」
旨
の
考
え

方
を
会
社
側
に
伝
え
た
。
会
社
か
ら
は
、
組
合
側
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の
提
起
に
対
し
、
労
働
協
約
に
則
り
対
応
す
る
旨

の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

　

２
０
０
８
年
８
月
８
日
の
団
体
交
渉
の
主
な
経

過
は
、「
業
務
連
絡
報
９
１
１
号(

別
紙
資
料
11)

」

に
掲
載
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
各
地
方

本
部
、
各
支
部
及
び
組
合
員
に
報
告
を
行
っ
た
。

　

会
社
の
対
応
を
要
約
す
る
と
、「
会
社
は
中
労

委
の
一
括
和
解
を
踏
ま
え
て
誠
実
に
対
応
し
て
い

る
。
そ
れ
以
降
問
題
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

組
合
の
指
摘
に
つ
い
て
検
討
す
る
考
え
は
持
っ
て

い
な
い
。」と
の
考
え
方
を
示
す
に
止
ま
り
、結
局
、

労
使
双
方
の
対
立
に
終
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

③　

組
合
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
申
請
の
決
定

　

組
合
は
、
労
使
の
主
張
は
対
立
の
ま
ま
平
行
線

で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
８
月
11
日
の
第
14
回

執
行
委
員
会
に
お
い
て
本
あ
っ
せ
ん
申
請
を
決
定

し
、
申
請
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

４　

争
議
行
為

　
　

な
し

５　

労
働
協
約
の
関
係
条
項

　

・　

労
使
間
の
取
扱
い
に
関
す
る
協
約(

別
紙    

　
　
　

資
料
12)　
　
　

　

・　

第
69
条(

あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁)

　

会
社
又
は
組
合
は
、
自
主
的
解
決
の
努
力
を
尽

く
し
て
も
な
お
解
決
を
み
な
い
と
き
は
、
労
働
委

員
会
に
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

な
お
、
そ
の
際
、
申
請
者
は
前
も
っ
て
相
手
方

に
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
通
知
す
る
。

　

２　

前
項
に
よ
る
も
、
解
決
で
き
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
会
社
及
び
組
合
は
、
双
方
合
意
の
う

え
労
働
委
員
会
に
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以　
　
　

上
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